
 

 

 

 

 

 

 

 

 

平 成 20 年 度 
 

内 閣 府  省 庁 別 財 務 書 類 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔留意事項〕 

・ 本財務書類は、「省庁別財務書類の作成基準」に基づいて作成しております。 

・ 省庁別財務書類は、各省庁における財務情報の提供等を目的として一般会計を

各省庁単位で区分し、所管の特別会計を合算し、各省庁に資産や負債が帰属する

と擬制するなどの一定の仮定に基づいて作成するものであり、各省庁が会計的に

独立しているものではない点にご留意下さい。 

・ 省庁別財務書類を充分理解して頂くため、「省庁別財務書類の作成基準」及び

各省庁の所掌する業務内容等も併せてご覧下さい。 
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(単位：百万円)

前会計年度 本会計年度 前会計年度 本会計年度
(平成20年 (平成21年 (平成20年 (平成21年

3月31日) 3月31日) 3月31日) 3月31日)

＜ 資 産 の 部 ＞ ＜ 負 債 の 部 ＞

現金・預金 5,663 6,018 未払金 2,005 5,138

たな卸資産 0 0 保管金等 9 30

未収金 610 497 賞与引当金 8,457 8,554

前払費用 17 15 退職給付引当金 151,035 161,410

貸付金 15,550 15,550 その他の債務等 12,176 12,951

その他の債権等 922 379

貸倒引当金 △ 112 △ 68

有形固定資産 1,088,521 1,090,651

国有財産（公共用
財産を除く）

964,913 963,206

土地 626,539 625,548

立木竹 2,672 2,694

建物 188,090 191,803

工作物 123,594 125,624

船舶 5,169 5,039

航空機 8,503 8,331 負 債 合 計 173,684 188,086

建設仮勘定 10,343 4,164

物品 123,607 127,445 ＜資産・負債差額の部＞

無形固定資産 9,338 9,491 資産・負債差額 1,029,425 1,016,890

出資金 82,598 82,441

資 産 合 計 1,203,110 1,204,976
負 債 及 び 資 産 ・
負 債 差 額 合 計

1,203,110 1,204,976

貸　借　対　照　表
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(単位：百万円)

前会計年度 本会計年度
(自　平成19年４月 1日) (自　平成20年４月 1日)

(至　平成20年３月31日) (至　平成21年３月31日)

人件費 119,052 120,140

賞与引当金繰入額 8,457 8,554

退職給付引当金繰入額 27,277 26,886

補助金等 69,564 98,499

委託費 9,040 13,485

交通安全対策特別交付金 82,373 73,714

独立行政法人運営費交付金 9,573 19,782

補給金 363 76

支出金 585 579

分担金 855 1,023

拠出金 82 139

国有林野事業特別会計への繰入 37 36

社会資本整備事業特別会計への繰入 138,242 126,549

国営土地改良事業特別会計への繰入 4,772 -

庁費等 86,347 85,371

その他の経費 25,461 30,347

減価償却費 48,807 49,995

貸倒引当金繰入額 101 -

貸倒引当金戻入額 - △ 8

支払利息 43 42

資産処分損益 4,462 4,241

本年度業務費用合計 635,500 659,458

業務費用計算書
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(単位：百万円)

前会計年度 本会計年度
(自　平成19年４月 1日) (自　平成20年４月 1日)

(至　平成20年３月31日) (至　平成21年３月31日)

Ⅰ　前年度末資産・負債差額 1,055,820 1,029,425

Ⅱ　本年度業務費用合計 △ 635,500 △ 659,458

Ⅲ　財源 618,394 645,002

主管の財源 57,253 9,793

配賦財源 484,382 560,447

自己収入 76,597 74,611

他会計からの受入 161 150

Ⅳ　無償所管換等 △ 1,335 2,077

Ⅴ　資産評価差額 △ 7,958 △ 157

Ⅵ　その他資産･負債差額の増減 5 -

Ⅶ　本年度末資産・負債差額 1,029,425 1,016,890

資産・負債差額増減計算書
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(単位：百万円)

前会計年度 本会計年度
(自　平成19年４月 1日) (自　平成20年４月 1日)

(至　平成20年３月31日) (至　平成21年３月31日)

Ⅰ　業務収支

１　財源

主管の収納済歳入額 58,947 10,522

配賦財源 484,382 560,447

自己収入 76,597 74,611

他会計からの受入 161 150

前年度剰余金受入 11,986 5,654

財源合計 632,075 651,386

２　業務支出

(1)　業務支出（施設整備支出を除く）

人件費 △ 141,525 △ 145,109

補助金等 △ 69,564 △ 98,499

委託費 △ 9,040 △ 13,485

交通安全対策特別交付金 △ 82,373 △ 73,714

独立行政法人運営費交付金 △ 9,573 △ 19,782

補給金 △ 363 △ 76

支出金 △ 585 △ 579

分担金 △ 853 △ 1,026

拠出金 △ 82 △ 139

国有林野事業特別会計への繰入 △ 37 △ 36

社会資本整備事業特別会計への繰入 △ 138,242 △ 126,549

国営土地改良事業特別会計への繰入 △ 4,772 -

庁費等の支出 △ 121,529 △ 111,084

その他の支出 △ 25,115 △ 37,064

業務支出（施設整備支出を除く）合計 △ 603,657 △ 627,150

(2)　施設整備支出

土地に係る支出 △ 54 △ 0

立木竹に係る支出 △ 12 △ 11

建物に係る支出 △ 1,284 △ 2,811

工作物に係る支出 △ 8,331 △ 8,681

船舶に係る支出 △ 1,119 △ 752

航空機に係る支出 △ 2,741 △ 2,853

建設仮勘定に係る支出 △ 9,219 △ 3,136

施設整備支出合計 △ 22,763 △ 18,248

業務支出合計 △ 626,421 △ 645,398

業務収支 5,654 5,987

区分別収支計算書
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Ⅱ　財務収支

財務収支 - -

本年度収支 5,654 5,987

翌年度歳入繰入 5,654 5,987

その他歳計外現金･預金本年度末残高 9 30

本年度末現金･預金残高 5,663 6,018
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注 記 

 

１ 重要な会計方針 

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法 

取得価格より平均原価法によっている。 

 

(2) 減価償却の方法等 

① 有形固定資産 

国有財産（公共用財産を除く）については、国有財産台帳の価格改定に適用される耐用年数に基づ

く定率法によっている。 

物品については、車両は定率法、その他の物品は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定

める耐用年数に基づく、残存価額を取得原価の 10％とした定額法によっている。 

② 無形固定資産 

ソフトウェアについては、利用可能期間（5 年）の開発費等の累計額を資産価額とし、利用可能期

間に基づく定額法によっている。 

著作権等については、国有財産台帳上、取得時点において取得価格はゼロとして計上され、その後

価格改定時に評価額が決定されることから、減価償却は行わず、国有財産台帳価額を計上している。 

 

(3) 出資金の評価基準及び評価方法 

① 市場価格のないもの 

全て「国有財産法」の規定により政府出資等として管理されている出資金であり、会計年度末にお

ける国有財産台帳価格によって評価している。 

 

(4) 引当金の計上基準及び算定方法 

① 貸倒引当金 

未収金、貸付金等のうち一般債権については、過去 3 年間の貸倒実績率に基づく回収不能見込額を

計上している。履行期限到来済債権等の特定の債権については、個別の債権ごとの回収可能性を勘案

した回収不能見込額を計上している。 

② 賞与引当金 

6 月支給分の期末手当及び勤勉手当の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分

（期末手当及び勤勉手当の 6月支給分の 4/6）を計上している。 

③ 退職給付引当金 

退職手当に係る退職給付引当金については、自己都合による期末要支給額を、次の計算方法により

計上している。 

・基本額 … 勤続年数別の職員数 × 平均給与 × 自己都合退職手当支給率 

・調整額 … 「国家公務員退職手当法」第 6 条の 4 に定められた区分別の職員数 × 想定され

る調整月額単価 × 60 ヶ月 

国家公務員共済年金のうち、整理資源（昭和 34 年 10 月前の恩給公務員期間に係る給付分）に係る

引当金については、将来給付見込額の割引現在価値を計上している。 

「国家公務員災害補償法」に基づく補償のうち、遺族補償年金に係る引当金については、「支給率×

平均給与×割引率」により算出し、遺族特別給付金（年金）に係る引当金については、「遺族補償年金

に係る引当金の額×特別支給率」により算出した額を計上している。 
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(5) その他財務書類作成のための基本となる重要な事項 

① 消費税等の会計処理方法 

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。 

 

２ 重要な後発事象 

(1) 各省庁の組織・機構の大幅な変更 

消費者庁及び消費者委員会設置法(平成 21 年 6 月 5 日法律第 48 号)の施行により、平成 21 年 9 月 1

日に内閣府に消費者庁及び消費者委員会が発足した。 

 

３ 偶発債務 

(1) 係争中の訴訟等で損害賠償等の請求を受けているもの 

（単位：百万円） 

訴訟の略称 請求金額 事件番号 訴訟の概要 

損害賠償請求事件 204 横浜地裁 

平 18(ﾜ)3862 

平成 18 年 10 月 20 日提訴 

損害賠償請求事件 1 東京地裁 

平 18(ﾜ)26171 

平成 18 年 11 月 22 日提訴（金額は

国、東京都、群馬県及び埼玉県の合

計額） 

損害賠償請求事件 12 東京地裁 

平 20(ﾈ)700 

平成 19 年 1 月 17 日提訴 

平成 20 年 1 月 7 日控訴 

平成 21 年 2 月 3 日上告 

損害賠償請求事件 5 宮崎地裁 

平 20(ﾜ)533 

平成 20 年 6 月 13 日提訴（金額は国

及び宮崎県の合計額） 

損害賠償請求事件 35 前橋地裁 

平 20(ﾜ)692 

平成 20年 10月 8日提訴（金額は国、

群馬県及び埼玉県の合計額） 

損害賠償請求事件 2 徳島地裁 

平 20(ﾜ)623 

平成 20 年 11 月 6 日提訴（金額は国

ほか 9 名の合計額） 

(注 1) 訴訟の見込、結果にかかわらず、平成 21 年 3 月 31 日現在の請求金額を記載している。 

(注 2) 請求金額が 1 百万円以上の件名を記載している。 

 

４ 翌年度以降支出予定額 

(1) 歳出予算の繰越し 

歳出予算の繰越しに係る翌年度の支出予定額 12,427 百万円 

 

(2) 国庫債務負担行為 

国庫債務負担行為による翌年度以降に係る支出予定額 64,791 百万円 

 

５ 追加情報 

(1) 合算する特別会計 

省庁別財務書類においては、以下の特別会計を合算している。 

・交付税及び譲与税配付金特別会計（交通安全対策特別交付金勘定） 

 

(2) 出納整理期間 

出納整理期間が設けられており、出納整理期間中の現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計

年度末の計数としている。 

 

(3) 表示科目の説明 

① 貸借対照表 

ア 資産の部 

・「現金･預金」には、日本銀行預金を計上している。 
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・「たな卸資産」には、燃料を計上している。 

・「未収金」には、価格協定等違反者納付金の未収納分等を計上している。 

・「前払費用」には、翌年度以降分の自動車損害賠償責任保険料の前払保険料等を計上している。 

・「貸付金」には、総合研究開発機構への無利子貸付金を計上している。 

・「その他の債権等」には、特定国有財産整備特別会計への前渡不動産を計上している。 

・「貸倒引当金」には、価格協定等違反者納付金等の貸倒見積額を計上している。 

・「国有財産（公共用財産を除く）」には、非償却資産については国有財産台帳価格を基礎とした価

額、償却資産については国有財産台帳価格から減価償却費相当額を控除した後の価額で計上して

いる。 

・「土地」には、主に庁舎敷地等に係る用地を計上している。 

・「立木竹」には、主に庁舎敷地の樹木を計上している。 

・「建物」には、主に庁舎を計上している。 

・「工作物」には、主に庁舎に係る工作物を計上している。 

・「船舶」には、警察用船舶を計上している。 

・「航空機」には、警察用航空機を計上している。 

・「建設仮勘定」には、会計年度末に未完成の庁舎施設相当額等を計上している。 

・「物品」には、取得価格（見積価格）が 50 万円以上の物品について、取得価格から減価償却費相

当額を控除した後の価額で計上している。 

・「無形固定資産」には、電話加入権については取得価格等、ソフトウェアについては取得に要した

費用又は国有財産台帳価格から減価償却費相当額を控除した後の価額で計上している。 

・「出資金」には、沖縄振興開発金融公庫等に対する出資額を計上している。 

イ 負債の部 

・「未払金」には、ＰＦＩ事業等に係る未払額を計上している。 

・「保管金等」には、契約保証金を計上している。 

・「賞与引当金」には、6月支給の期末手当･勤勉手当に係る本会計年度分を計上している。 

・「退職給付引当金」には、退職手当のほか、整理資源等に係る引当金を計上している。 

・「その他の債務等」には、リース債務等を計上している。 

② 業務費用計算書 

・「人件費」には、決算書の使途別分類が「人件費」に該当するもののうち職員等に係るもの（職員の

手当、非常勤職員の手当及び休職者の手当等）及び決算書の使途別分類が「補助費･委託費」に該当

するもののうち国家公務員共済組合負担金等として支出した額に、児童手当の未払金や退職手当、

賞与及び国家公務員災害補償年金に関する引当金等の発生主義による調整を行ったものを計上して

いる。 

・「賞与引当金繰入額」には、6 月支給の期末手当及び勤勉手当の支給見込額のうち当該年度に帰属す

る部分を計上している。 

・「退職給付引当金繰入額」には、退職給付引当金への繰入額を計上している。 

・「補助金等」には、決算書の使途別分類が「補助費･委託費」に該当するもののうち、「補助金等に係

る予算の執行の適正化に関する法律」第 2 条第 1 項で規定する補助金等に該当するものから施設整

備支出にかかるものを控除した額を計上している。 

・「委託費」には、遺棄化学兵器廃棄処理事業等委託費等を計上している。 

・「交通安全対策特別交付金」には、「道路交通法」の規定に基づき都道府県及び市町村に交付した額

を計上している。 

・「独立行政法人運営費交付金」には、独立行政法人に対する運営費交付金を計上している。 

・「補給金」には、沖縄振興開発金融公庫補給金等を計上している。 

・「支出金」には、「道路交通法」の規定に基づき都道府県に支出した通知書送付費支出金等を計上し
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ている。 

・「分担金」には、国際刑事警察会議等分担金等を計上している。 

・「拠出金」には、政府開発援助経済協力開発機構等拠出金等を計上している。 

・「国有林野事業特別会計への繰入」には、治山事業に要する経費の財源として特別会計に繰入れた額

を計上している。 

・「社会資本整備事業特別会計への繰入」には、社会資本整備事業に要する経費の財源として特別会計

に繰入れた額を計上している。 

・「国営土地改良事業特別会計への繰入」には、国営かんがい排水事業等に要する経費の財源として特

別会計に繰入れた額を計上している。 

・「庁費等」には、決算書の使途別分類が「物件費」及び「施設費」に該当するもののうち、他の科目

で計上されていないものであって資産計上されていないものを計上している。 

・「その他の経費」には、決算書の使途別分類が「旅費」及び「その他」に該当するもの並びに単独の

科目で表示するには金額の少ないもの等を計上している。 

・「減価償却費」には、有形固定資産及び無形固定資産に係る減価償却費を計上している。 

・「貸倒引当金繰入額」には、債権等の貸倒れに伴う費用及び損失の見込額のうち、当該年度に係る額

を計上している。 

・「貸倒引当金戻入額」には、貸倒引当金が減少したことに伴う戻入額を計上している。 

・「支払利息」には、PFI 事業に関して発生した利息を計上している。 

・「資産処分損益」には、有形固定資産及び無形固定資産等の除却等に伴い生じた損益を計上している。 

③ 資産･負債差額増減計算書 

・「前年度末資産・負債差額」には、前年度の貸借対照表の「資産･負債差額」の額を計上している。 

・「本年度業務費用合計」には、業務費用計算書の「本年度業務費用合計」の額を計上している。 

・「主管の財源」には、主管歳入の徴収決定済額から政府資産整理収入等を除いた額を計上している。 

・「配賦財源」には、所管の支出済歳出額と主管の収納済歳入額との差額を計上している。 

・「自己収入」には、「道路交通法」の規定により納付された反則金等を計上している。 

・「他会計からの受入」には、自動車安全特別会計からの受入額を計上している。 

・「無償所管換等」には、国土交通省一般会計からの資産の譲受等に伴う資産・負債差額の増減を計上

している。 

・「資産評価差額」には、国有財産の台帳価格の改定に伴う評価差額等を計上している。 

・「その他資産・負債差額の増減」には、財務書類作成上生じた発生原因が不明な差額等を計上してい

る。 

・「本年度末資産・負債差額」には、本年度の貸借対照表の「資産・負債差額」の額を計上している。 

④ 区分別収支計算書 

ア 業務収支 

・「主管の収納済歳入額」には、主管歳入の収納済歳入額を計上している。 

・「配賦財源」には、所管の支出済歳出額と主管の収納済歳入額との差額を計上している。 

・「自己収入」には、「道路交通法」の規定により納付された反則金等を計上している。 

・「他会計からの受入」には、自動車安全特別会計からの受入額を計上している。 

・「前年度剰余金受入」には、交付税及び譲与税配付金特別会計交通安全対策特別交付金勘定の前年

度剰余金を計上している。 

・「人件費」には、決算書の使途別分類が「人件費」に該当するもののうち職員等に係るもの（職員

の手当、非常勤職員の手当及び休職者の手当等）及び決算書の使途別分類が「補助費･委託費」

に該当するもののうち国家公務員共済組合負担金等として支出した額を計上している。 

・「補助金等」には、決算書の使途別分類が「補助費･委託費」に該当するもののうち、「補助金等に

係る予算の執行の適正化に関する法律」第 2条第 1項で規定する補助金等に該当する支出額を計
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上している。 

・「委託費」には、遺棄化学兵器廃棄処理事業等委託費等を計上している。 

・「交通安全対策特別交付金」には、「道路交通法」の規定に基づき都道府県及び市町村に交付した

額を計上している。 

・「独立行政法人運営費交付金」には、独立行政法人に対する運営費交付金を計上している。 

・「補給金」には、沖縄振興開発金融公庫補給金等を計上している。 

・「支出金」には、「道路交通法」の規定に基づき都道府県に支出した通知書送付費支出金等を計上

している。 

・「分担金」には、国際刑事警察会議等分担金等を計上している。 

・「拠出金」には、政府開発援助経済協力開発機構等拠出金等を計上している。 

・「国有林野事業特別会計への繰入」には、治山事業に要する経費の財源として特別会計に繰入れた

額を計上している。 

・「社会資本整備事業特別会計への繰入」には、社会資本整備事業に要する経費の財源として特別会

計に繰入れた額を計上している。 

・「国営土地改良事業特別会計への繰入」には、国営かんがい排水事業等に要する経費の財源として

特別会計に繰入れた額を計上している。 

・「庁費等の支出」には、決算書の使途別分類が「物件費」及び「施設費」に該当の支出のうち、施

設整備支出に計上されないもので他の科目で計上されていないものを計上している。 

・「その他の支出」には、決算書の使途別分類が「旅費」及び「その他」に該当する支出並びに単独

の科目で表示するには金額の少ないもの等を計上している。 

・「土地に係る支出」には、有形固定資産増加額のうち土地の取得に係る支出を計上している。 

・「立木竹に係る支出」には、有形固定資産増加額のうち立木竹の取得に係る支出を計上している。 

・「建物に係る支出」には、警察施設等の建物の取得に係る支出を計上している。 

・「工作物に係る支出」には、有形固定資産増加額のうち工作物の取得に係る支出を計上している。 

・「船舶に係る支出」には、有形固定資産増加額のうち船舶の取得に係る支出を計上している。 

・「航空機に係る支出」には、有形固定資産増加額のうち航空機の取得に係る支出を計上している。 

・「建設仮勘定に係る支出」には、有形固定資産増加額のうち未完成資産等に係る経費を計上してい

る。 

・「業務収支」には、財源合計から業務支出合計を控除した額を計上している。 

イ 本年度収支以下の区分 

・「本年度収支」には、業務収支と財務収支を合計した額を計上している。 

・「翌年度歳入繰入」には、「本年度収支」を計上している。 

・「その他歳計外現金・預金本年度末残高」には、契約保証金等一般会計において保有する歳計外の

現金・預金を計上している。 

・「本年度末現金・預金残高」には、「翌年度歳入繰入」に「その他歳計外現金・預金本年度末残高」

を加減したものを計上している。計上額は、貸借対照表の現金・預金と一致する。 

 

(5) その他省庁の財務内容を理解するために特に必要と考えられる情報 

① 百万円未満切り捨てのため、合計が一致しないことがある。 

② 百万円未満の計数がある場合には「0」で表示し、該当計数が皆無の場合には「-」で表示している。 

③ 重要な会計処理の誤謬の修正 

ア 前年度の貸借対照表の「建物」、「工作物」において、減価償却費の計上額がそれぞれ４百万円、

117 百万円を過大計上していたため、本年度の貸借対照表の「建物」、「工作物」及び資産･負債差額

計算書の「無償所管換等」において、それぞれ同額を修正計上している。 

 



 

- 11 - 

附属明細書 

 

１ 貸借対照表の内容に関する明細 

(1) 会計別の資産及び負債の明細 

（単位：百万円）

一般会計

交付税及び譲
与税配付金特
別会計交通安
全対策特別交

付金勘定

相殺消去 合算合計

＜資産の部＞

現金・預金 30 5,987 - 6,018

たな卸資産 0 - - 0

未収金 497 - - 497

前払費用 15 - - 15

貸付金 15,550 - - 15,550

その他の債権等 379 - - 379

貸倒引当金 △ 68 - - △ 68

有形固定資産 1,090,651 - - 1,090,651

　国有財産(公共用財産除く） 963,206 - - 963,206

　　土地 625,548 - - 625,548

　　立木竹 2,694 - - 2,694

　　建物 191,803 - - 191,803

　　工作物 125,624 - - 125,624

　　船舶 5,039 - - 5,039

　　航空機 8,331 - - 8,331

　　建設仮勘定 4,164 - - 4,164

　物品 127,445 - - 127,445

無形固定資産 9,491 - - 9,491

出資金 82,441 - - 82,441

資産合計 1,198,988 5,987 - 1,204,976

＜負債の部＞

未払金 5,138 - - 5,138

保管金等 30 - - 30

賞与引当金 8,554 - - 8,554

退職給付引当金 161,410 - - 161,410

その他の債務等 12,951 - - 12,951

負債合計 188,086 - - 188,086

＜資産・負債差額の部＞

資産・負債差額 1,010,902 5,987 - 1,016,890  
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(2) 資産項目の明細 

① 現金・預金の明細 

（単位：百万円）

内容 本年度末残高

政府預金（日本銀行預金） 6,018

合計 6,018  

 

② たな卸資産の明細 

（単位：百万円）

種類 前年度末残高 本年度増加額 本年度減少額 評価差額 強制評価減 本年度末残高

土地 - 152 152 - - -

燃料 0 3 4 - - 0

合計 0 155 156 - - 0  
 

③ 未収金の明細 

（単位：百万円）

内容 相手先 本年度末残高

不動産売払債権 個人 30

物件貸付料債権 個人等 154

利息債権 個人等 7

返納金債権 個人等 0

損害賠償金債権 法人等 73

延滞金債権 価格協定等違反者 0

価格協定等違反者納付金 価格協定等違反者 229

公務員宿舎使用料債権 個人 0

立替金返還金債権 個人 0

合計 497  

 

④ 貸付金の明細 

（単位：百万円）

貸付先 前年度末残高 本年度増加額 本年度減少額 本年度末残高 貸付事由等

総合研究開発機構 15,550 - - 15,550
「総合研究開発機構法を廃止する
法律」附則第11条第1項に基づく貸
付金

合計 15,550 - - 15,550  

 

⑤ その他の債権等の明細 

（単位：百万円）

債権の種類 相手先 本年度末残高 債権の内容等

特定国有財産整備特別会計に
対する前渡不動産

国 379
特定国有財産整備特別会計への前
渡不動産

合計 379  
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⑥ 貸倒引当金の明細 

（単位：百万円）

前年度末残高 本年度増減額 本年度末残高 前年度末残高 本年度増減額 本年度末残高

未収金 339 △ 109 230 112 △ 43 68

徴収停止債権 38 △ 2 36 38 △ 2 36 全額計上

履行期限到来等債権 299 △ 106 193 72 △ 40 32

上記以外の債権 1 △ 1 - 0 △0 -

合計 339 △ 109 230 112 △ 43 68

区分
貸付金等の残高 貸倒引当金の残高

摘要

過去3年間の
貸倒実績率

（注）貸付金等の残高は、他省庁の特別会計等に対するものを除いた金額を記載している。  

 

⑦ 固定資産の明細 

（単位：百万円）

区分 前年度末残高 本年度増加額 本年度減少額
本年度減価償

却額

評価差額
(本年度発生

分)
本年度末残高

（有形固定資産）

国有財産（公共用財産除く） 964,913 34,996 13,826 22,877 - 963,206

行政財産 964,877 34,464 13,320 22,877 - 963,144

土地 626,539 424 1,415 - - 625,548

立木竹 2,672 38 16 - - 2,694

建物 188,090 13,373 853 8,807 - 191,803

工作物 123,594 13,885 1,609 10,246 - 125,624

船舶 5,141 752 42 817 - 5,034

航空機 8,495 2,853 68 3,005 - 8,275

建設仮勘定 10,343 3,136 9,315 - - 4,164

普通財産 35 531 505 - - 61

土地 - 420 420 - - -

建物 - 0 0 - - -

船舶 27 41 63 - - 5

航空機 8 68 20 - - 55

物品 123,607 36,252 7,106 25,308 - 127,445

小計 1,088,521 71,249 20,933 48,185 - 1,090,651

（無形固定資産）

国有財産 1 - - - - 1

行政財産 1 - - - - 1

著作権及び特許権等 1 - - - - 1

ソフトウェア 5,371 2,140 - 1,810 - 5,702

電話加入権 3,965 15 192 - - 3,787

小計 9,338 2,156 192 1,810 - 9,491

合計 1,097,859 73,405 21,126 49,995 - 1,100,143  
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⑧ 出資金の明細 

ア 出資金の増減の明細 

（単位：百万円）

法人名等 前年度末残高
評価差額の

戻入
本年度増加額 本年度減少額

評価差額（本
年度発生分）

強制評価減 本年度末残高

【市場価格のないもの】

○公庫

沖縄振興開発金融公庫 66,889 △ 30,688 - - 30,635 - 66,836

○認可法人

預金保険機構

（一般勘定） - - - - - - -

（特定住宅金融専門会社債権
債務処理勘定）

- - - - - - -

○独立行政法人

国立公文書館 5,420 1,759 - - △ 1,971 - 5,208

国民生活センター 8,477 689 - - △ 331 - 8,835

北方領土問題対策協会

（一般業務勘定） 365 △ 89 - - △ 62 - 213

沖縄科学技術研究基盤整備機
構

1,445 △ 918 - - 819 - 1,347

合計 82,598 △ 29,247 - - 29,090 - 82,441  

 

イ 市場価格のない出資金の純資産額等の明細 

(単位：百万円）

出資先
資産
(A)

負債
(B)

純資産額
(C=A-B)

資本金
(D)

国からの
出資累計額

(E)

出資割合
(F=E/D) %

純資産額に
よる算出額
(G=C×F)

貸借対照表計
上額（国有財
産台帳価格）

使用財務諸表

○公庫

沖縄振興開発金融公庫 1,150,425 1,077,016 73,408 71,691 65,273 91.04% 66,836 66,836 法定財務諸表

○認可法人

預金保険機構

（一般勘定） 234,005 1,144,052 △ 910,047 455 150 32.96% △ 300,015 - 法定財務諸表

（特定住宅金融専門会社債
権債務処理勘定）

1,993,076 2,393,761 △ 400,684 5,000 5,000 100.00% △ 400,684 - 法定財務諸表

○独立行政法人

国立公文書館 6,133 925 5,208 7,179 7,179 100.00% 5,208 5,208 法定財務諸表

国民生活センター 20,511 11,676 8,835 9,166 9,166 100.00% 8,835 8,835 法定財務諸表

北方領土問題対策協会

（一般業務勘定） 279 66 213 275 275 100.00% 213 213 法定財務諸表

沖縄科学技術研究基盤整備
機構

16,603 13,136 3,466 1,357 527 38.85% 1,347 1,347 法定財務諸表

合計 3,421,034 4,640,634 △ 1,219,599 95,126 87,573 - △ 618,259 82,441  

 

 

(単位：百万円）

出資先
国からの

出資累計額
貸借対照表

計上額
強制評価減
実施累計額

強制評価減実施年度

○公庫

沖縄振興開発金融公庫 65,273 66,836 29,072 平成14年度

○認可法人

預金保険機構

（一般勘定） 150 - 150 平成13年度

（特定住宅金融専門会社債権
債務処理勘定）

5,000 - 5,000 平成13年度

合計 70,423 66,836 34,222

（注）以下の出資金については、本年度もしくは過年度において強制評価減を実施している。
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(3) 負債項目の明細 

① 未払金の明細 

（単位：百万円）

内容 相手先 本年度末残高

児童手当 職員 59

対馬丸遭難学童遺族特別支出金 個人 3

公務災害補償費 職員等 24

PFI事業 法人 5,025

国際学術連合会議等分担金 学術団体 26

合計 5,138  

 

② 退職給付引当金の明細 

（単位：百万円）

区分 前年度末残高 本年度取崩額 本年度増加額 本年度末残高

退職手当に係る引当金 128,306 14,702 26,260 139,865

整理資源に係る引当金 20,406 1,650 587 19,344

国家公務員災害補償年金に係
る引当金

2,321 158 37 2,200

合計 151,035 16,510 26,886 161,410  

 

③ その他の債務等の明細 

（単位：百万円）

債務の種類 相手先 本年度末残高

リース債務 法人 11,313

未渡不動産 特定国有財産整備特別会計 1,638

合計 12,951  
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２ 業務費用計算書の内容に関する明細 

(1) 会計別の業務費用の明細 

（単位：百万円）

一般会計

交付税及び譲
与税配付金特
別会計交通安
全対策特別交

付金勘定

相殺消去 合算合計

人件費 120,140 - - 120,140

賞与引当金繰入額 8,554 - - 8,554

退職給付引当金繰入額 26,886 - - 26,886

補助金等 98,499 - - 98,499

委託費 13,485 - - 13,485

交通安全対策特別交付金 - 73,714 - 73,714

独立行政法人運営費交付金 19,782 - - 19,782

補給金 76 - - 76

支出金 34 545 - 579

分担金 1,023 - - 1,023

拠出金 139 - - 139

国有林野事業特別会計への繰入 36 - - 36

社会資本整備事業特別会計への繰入 126,549 - - 126,549

庁費等 85,371 - - 85,371

その他の経費 30,328 18 - 30,347

減価償却費 49,995 - - 49,995

貸倒引当金戻入額 △ 8 - - △ 8

支払利息 42 - - 42

資産処分損益 4,241 - - 4,241

本年度業務費用合計 585,180 74,277 - 659,458  
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(2) 補助金等の明細 

（単位：百万円）

名称 相手先 金額 支出目的

地域防災拠点施設整備モデ
ル事業費補助金

地方公共団体 414
地震防災対策推進の一環として、地方公共団
体が行う地域防災拠点施設の整備に要する経
費に対する補助

被災者生活再建支援金補助
金

（財）都道府県会館 2,107

自然災害によりその生活基盤に著しい被害を
受けた者であって経済的理由等によって自立
して生活を再建することが困難なものに対
し、都道府県が生活扶助の観点から拠出した
基金を活用して支給される被害者生活再建支
援金に対する補助

特定地震防災対策施設運営
費補助金

都道府県 251
特定地震防災対策施設の運営に要する経費に
対する補助

沖縄新産業創出対策事業推
進費補助金

地方公共団体 232
IT産業振興施設整備事業、デジタルアーカイ
ヴ整備事業及び沖縄産学官共同研究の推進に
要する経費に対する補助

沖縄振興特別事業推進費補
助金

地方公共団体 191
世界遺産（首里城など）の周辺整備事業等に
要する経費に対する補助

沖縄振興特別事業費補助金 地方公共団体 900
沖縄の特性を生かした滞在型・参加型観光を
促進する沖縄体験滞在交流促進事業に要する
経費に対する補助

沖縄特別振興対策事業費補
助金

沖縄県 974

沖縄自動車道利用促進事業に要する経費に対
する補助「沖縄経済振興21世紀プラン（最終
報告）」に盛り込まれた諸政策の実施に要す
る経費に対する補助

大規模駐留軍用地跡地利用
推進費補助金

214

沖縄北部特別振興対策事業
費補助金

市町村 98
北部地域の振興事業の着実な推進に要する経
費に対する補助

ハブ対策費補助金 県 46 「沖縄振興特別措置法」第105条第2項

（独）国民生活センター施
設整備費補助金

（独）国民生活セン
ター

702
国民生活センターの施設整備に要する経費に
対する補助

（独）沖縄科学技術研究基
盤整備機構施設整備費補助
金

（独）沖縄科学技術研
究基盤整備機構

6,888
沖縄科学技術大学院大学（仮称）構想推進の
ため、恩納村の建設予定地において、造成工
事及び建築工事等を行う経費に対する補助

沖縄特別振興対策事業費補
助金

県 1,754

第15回沖縄政策協議会において了承された
「沖縄経済振興21世紀プラン（最終報告）」
に盛り込まれた諸政策の実施に要する経費に
対する補助

北方地域旧漁業権者等貸付
事業費補助金

（独）北方領土問題対
策協会

187

「北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に
関する法律（昭和36年法律第162号）」に基
づき、北方地域旧漁業権者等その他の者に対
し、漁業その他の事業及び生活に必要な資金
を融通することにより、これらの者の事業の
経営と生活の安定を図ることを目的とする独
立行政法人北方領土問題対策協会の北方地域
旧漁業権者等貸付事業を補助するために必要
な経費に対する補助

千葉県警察成田国際空港警
備隊費補助金

千葉県 11,056
「警察法」第37条の規定により都道府県警察
に要する経費の一部を負担

都道府県警察費補助金 都道府県 30,001
「警察法」第37条の規定により都道府県警察
に要する経費の一部を負担

都道府県警察施設整備費補
助金

都道府県 26,947
「警察法」第37条の規定により都道府県警察
に要する経費の一部を負担

計 82,970

不発弾等処理交付金 地方公共団体 439
不発弾等の処理を行う県及び市町村に対し交
付

沖縄振興特別交付金 地方公共団体 90 「沖縄振興特別措置法」第105条の3第2項

地方消費者行政活性化交付
金

15,000

計 15,529

合計 98,499 　

＜補助金＞

＜交付金＞

 



 

- 18 - 

(3) 委託費の明細 

（単位：百万円）

名称 相手先 金額 支出目的

拉致被害者等生活相談等事
務委託費

地方公共団体 6
帰国被害者等の円滑な社会適応・早期自立促
進のための派遣形式による研修等の実施事務
の委託

政府開発援助経済調査等委
託費

民間団体 4
経済協力の効率的・効果的な実施の推進のた
めの調査等

経済調査等地方公共団体委
託費

地方公共団体 2
物価対策に資する基礎的資料の充実をはかる
ための調査、研究等

経済調査等委託費 民間団体 12
社会環境の変化に対応した経済社会のあり方
に関する調査等

科学技術基礎調査等委託費 民間団体 282
総合科学技術会議、原子力委員会及び原子力
安全委員会の審議等に資する調査の委託

沖縄振興開発調査委託費 民間団体・県 172

沖縄の振興開発を進める上で重要な諸課題に
ついて、迅速に適切な解決策や展開方策等を
検討することが可能となるよう、駐留軍用地
実地調査等を行う

対馬丸遭難学童遺族特別支
出金支給事務委託費

県 0
対馬丸遭難学童遺族特別支出金の支給に関
し、請求書の受付、調査、連絡通知等の事務
委託

位置境界明確化調査等委託
費

県 7

「沖縄県の区域内における位置境界不明確地
域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関
する特別措置法」第25条及び同法施行令第16
条第3項の規定に基づき沖縄県知事が行う位
置境界明確化調査等

食品健康影響評価技術研究
委託費

民間団体等 346
食品健康影響評価の的確な実施に資するため
の評価基準の策定等に関する研究の委託

遺棄化学兵器廃棄処理事業
等委託費

民間団体 11,602
遺棄化学兵器の廃棄処理に必要な調査研究、
発掘改修等の委託

経済調査等委託費 民間団体 28 ＰＦＩ事業の資金調達手段に係る検討調査等

沖縄振興計画推進調査委託
費

民間団体 13 沖縄振興計画の評価に関する調査

沖縄特別振興対策関係調査
等委託費

民間団体 11
亜熱帯島興域における総合的沿岸・流域・森
林管理に関する調査

経済調査等地方公共団体委
託費

都道府県 12
各種経済政策の基礎となる国民所得等の調査
ならびに国民経済計算体系の整備促進のため
の調査等

経済調査等委託費 民間団体 401
国際共同研究の推進、新たな景気分析手法の
開発のための調査等

科学技術総合研究委託費 166

地方元気再生推進調査委託
費

147

科学技術基礎調査等委託費 170

特定開発事業推進計画調査
委託費

29

国際会計基準事務委託費 (財）財務会計基準機構 65
国際会計基準審議会等の議論への対応事務等
の委託

合計 13,485

＜委託費＞
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(4) 交通安全対策特別交付金の明細 

（単位：百万円）

名称 相手先 金額 支出目的
連結対象の

有無

交通安全対策特別交付金 都道府県及び市町村 73,714
「道路交通法」の規定に基づく交通安全対策
特別交付金の交付

無

合計 73,714  

 

(5) 独立行政法人運営費交付金の明細 

（単位：百万円）

相手先 金額 支出目的

独立行政法人国立公文書館 1,833
「独立行政法人通則法」第46条の規定により、独立行政法人の業務
の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部の交付

独立行政法人国民生活センター 12,842 同上

独立行政法人沖縄科学技術研究基盤
整備機構

4,454 同上

独立行政法人北方領土問題対策協会 652 同上

合計 19,782  

 

(6) 補給金の明細 

（単位：百万円）

名称 相手先 金額 支出目的

沖縄振興開発金融公庫補給
金

特殊法人沖縄振興開発
金融公庫

75
沖縄振興開発金融公庫の業務の円滑な運営に
資するための補給金に必要な経費

地域再生支援利子補給金
内閣総理大臣が指定す
る金融機関

1 「地域再生法」第22条第1項

合計 76

＜補給金＞

 

 

(7) 支出金の明細 

（単位：百万円）

名称 相手先 金額 支出目的

＜支出金＞

対馬丸遭難学童遺族特別支
出金

遭難学童の遺族 34
学童疎開船対馬丸の遭難に伴う死没学童の遺
族に対し支給する特別支出金

通告書送付費支出金 都道府県 545
「道路交通法」の規定に基づく通告書送付費
支出金の支出

合計 579  
 

 

(8) 分担金の明細 

（単位：百万円）

名称 相手先 金額 支出目的

国際学術連合会議等分担金 学術団体 113 国際学術連合会議定款第ⅩⅦ章第47条α等

国際刑事警察会議等分担金 国際刑事警察機構等 888
「国際刑事警察機構憲章」第38条の規定等に
よる分担金の負担

証券監督者国際機構等分担
金

証券監督者国際機構等 20 証券監督者国際機構規約第26条等

合計 1,023

＜分担金＞
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(9) 拠出金の明細 

（単位：百万円）

名称 相手先 金額 支出目的

経済協力開発機構拠出金 経済協力開発機構 33
消費者政策委員会｢電子商取引における消費
者保護｣プロジェクトの活動に必要な経費の
拠出

国際防災戦略事務局拠出金 国際防災戦略事務局 30
国際連合（国際防災戦略（UN/ISDR））主催
の国際防災世界会議の成果評価活動に要する
経費の拠出

政府開発援助経済協力開発
機構等拠出金

経済協力開発機構等 76
経済協力開発機構が行う非加盟国（特にアジ
ア新興市場国）に対する金融セクター改革の
ための技術支援等に必要な資金等に係る拠出

合計 139

＜拠出金＞
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３ 資産・負債差額増減計算書の内容に関する明細 

(1) 会計別の資産・負債差額の増減の明細 

（単位：百万円）

一般会計

交付税及び譲
与税配付金特
別会計交通安
全対策特別交

付金勘定

相殺消去 合算合計

Ⅰ　前年度末資産・負債差額 1,023,771 5,654 - 1,029,425

Ⅱ　本年度業務費用合計 △ 585,180 △ 74,277 - △ 659,458

Ⅲ　財源 570,390 74,611 - 645,002

主管の財源 9,793 - - 9,793

配賦財源 560,447 - - 560,447

自己収入 - 74,611 - 74,611

他会計からの受入 150 - - 150

Ⅳ　無償所管換等 2,077 - - 2,077

Ⅴ　資産評価差額 △ 157 - - △ 157

Ⅵ　本年度末資産・負債差額 1,010,902 5,987 - 1,016,890  

 

(2) 財源の明細 

① 主管の財源の明細 

（単位：百万円）

款 項 相手先 金額

病院収入 49

小計 49

国有財産貸付収入 928

国有財産使用収入 0

利子収入 1

小計 930

雑納付金 法人等 8,245

小計 8,245

許可及手数料 0

弁償及返納金 436

物品売払収入 16

雑入 115

小計 567

合計 9,793

官業収入

国有財産利用収入

納付金

諸収入

 

 

② 特別会計の財源の明細 

（単位：百万円）

特別会計 区分 財源の内容 金額

交通反則者納金 74,532

その他 78

小計 74,611

74,611

交付税及び譲与税配付金特別
会計交通安全対策特別交付金
勘定

自己収入

合計  
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(3) 無償所管換等の明細 

（単位：百万円）

区分 相手先 金額 資産等の内容 所管換等の理由 備考

財務省 470 土地等 所管換

国土交通省 2,240 建物等 所管換

高松市 332 土地 土地区画整理法による換地

特定国有財産整備特別会計 1,019 建物等 所管換

内閣官房 10 物品 管理換

小計 4,072

財務省 △ 642 土地等 引継

環境省 △ 182 土地等 所管換

特定国有財産整備特別会計 △ 148 土地等 所管換

高松市 △ 369 土地 土地区画整理法による引渡

広島市 △ 349 建物等
広島平和記念都市建設法による
引渡

文部科学省 △0 工作物 引継

内閣官房 △ 12 物品 管理換

その他 △ 13 物品 管理換等

小計 △ 1,718

特定国有財産整備特別会計 △ 513

小計 △ 513

特定国有財産整備特別会計 297

特定国有財産整備特別会計 △ 383

小計 △ 85

△0 土地等 実測による減

小計 △0

199 工作物等 報告漏

△ 1 土地等 貸付契約の解除等

8 立木竹 新規登載

△0 建物 喪失

△6 工作物等 誤謬訂正

小計 200

122 工作物等 減価償却過大計上

小計 122

2,077

実測と帳簿の差額

その他

誤謬修正

合計

財産の無償所管換等
（受）

財産の無償所管換等
（渡）

特定国有財産整備特別会
計への前渡不動産差額

特定国有財産整備特別会
計への未渡不動産差額

 

 

(4) 資産評価差額の明細 

（単位：百万円）

区分 評価差額の戻入 本年度発生額 本年度増減額 評価差額の発生原因

出資金

（市場価格のないもの） △ 29,247 29,090 △ 157 国有財産台帳の価格改定

合計 △ 29,247 29,090 △ 157  
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４ 区分別収支計算書の内容に関する明細 

(1) 会計別の区分別収支の明細 

（単位：百万円）

一般会計

交付税及び譲
与税配付金特
別会計交通安
全対策特別交

付金勘定

相殺消去 合算合計

Ⅰ業務収支

１財源

主管の収納済歳入額 10,522 - - 10,522

配賦財源 560,447 - - 560,447

自己収入 - 74,611 - 74,611

他会計からの受入 150 - - 150

前年度剰余金受入 - 5,654 - 5,654

財源合計 571,120 80,265 - 651,386

２業務支出

(1)業務支出（施設整備支出を除く）

人件費 △ 145,109 - - △ 145,109

補助金等 △ 98,499 - - △ 98,499

委託費 △ 13,485 - - △ 13,485

交通安全対策特別交付金 - △ 73,714 - △ 73,714

独立行政法人運営費交付金 △ 19,782 - - △ 19,782

補給金 △ 76 - - △ 76

支出金 △ 34 △ 545 - △ 579

分担金 △ 1,026 - - △ 1,026

拠出金 △ 139 - - △ 139

国有林野事業特別会計への繰入 △ 36 - - △ 36

社会資本整備事業特別会計への繰入 △ 126,549 - - △ 126,549

庁費等の支出 △ 111,084 - - △ 111,084

その他の支出 △ 37,046 △ 18 - △ 37,064

業務支出（施設整備支出を除く）合計 △ 552,872 △ 74,277 - △ 627,150

(2)施設整備支出

土地に係る支出 △0 - - △0

立木竹に係る支出 △ 11 - - △ 11

建物に係る支出 △ 2,811 - - △ 2,811

工作物に係る支出 △ 8,681 - - △ 8,681

船舶に係る支出 △ 752 - - △ 752

航空機に係る支出 △ 2,853 - - △ 2,853

建設仮勘定に係る支出 △ 3,136 - - △ 3,136

施設整備支出合計 △ 18,248 - - △ 18,248

業務支出合計 △ 571,120 △ 74,277 - △ 645,398

業務収支 - 5,987 - 5,987

Ⅱ財務収支

財務収支 - - - -

本年度収支 - 5,987 - 5,987

翌年度歳入繰入 - 5,987 - 5,987

その他歳計外現金・預金本年度末残高 30 - - 30

本年度末現金・預金残高 30 5,987 - 6,018  
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(2) 財源の明細 

① 主管の収納済歳入額の明細 

（単位：百万円）

款 項 相手先 金額

病院収入 49

小計 49

国有財産売払収入 497

小計 497

国有財産貸付収入 918

国有財産使用収入 0

利子収入 1

小計 920

雑納付金 法人等 8,320

小計 8,320

許可及手数料 0

弁償及返納金 465

物品売払収入 155

雑入 115

小計 736

合計 10,522

諸収入

官業収入

国有財産処分収入

国有財産利用収入

納付金

 

 

② 特別会計の財源の明細 

（単位：百万円）

特別会計 区分 財源の内容 金額

交通反則者納金 74,532

その他 78

小計 74,611

74,611

交付税及び譲与税配付金特別
会計交通安全対策特別交付金
勘定

自己収入

合計  

 

(4) その他歳計外現金･預金の増減の明細 

（単位：百万円）

内容 金額

前年度末残高 9

本年度受入 123

本年度払出 101

本年度末残高 30  
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内

参考情報 

 

１ 内閣府の所掌する業務の概要 

 

 

 

閣府は、内閣機能強化の観点から、「内閣官房を助けて内閣の重要施策に関する企画立案及び総合調整」、

「内閣総理大臣が担当することがふさわしい行政事務の処理」等を行うことを任務とする機関であり、内閣

府本府の他、宮内庁、公正取引委員会、国家公安委員会及び金融庁という外局等から構成されています。 

  なお、所掌事務は、次のとおりです。 

 

【内閣府本府】 

 内閣府本府は、本府、重要施策に関する会議（中央防災会議等）、特別の機関（北方対策本部等）及び地

方支分部局（沖縄総合事務局）等からなり、主な事務として、短期及び中期の経済運営、男女共同参画社会

の形成の促進、消費生活及び市民活動に関係する施策を中心とした国民生活の安定及び向上、沖縄の振興及

び開発、北方領土問題の解決の促進及び災害からの国民の保護等に関する企画及び立案並びに総合調整を行

っています。 

 

【宮内庁】 

 宮内庁は、皇室関係の国家事務及び天皇の国事に関する行為に係る事務等を処理しています。 

 

【公正取引委員会】 

 公正取引委員会は、独占禁止法を運用するために設置された機関で、独占禁止法の補完法である下請法、

景品表示法の運用も行っています。 

 

【国家公安委員会・警察庁】 

 国家公安委員会は、警察庁を管理（大綱方針を定め、それに即して監督すること）し、警察庁は、広域組

織犯罪に対処するための警察の態勢、犯罪鑑識、犯罪統計等警察庁の所掌事務について都道府県警察を指揮

監督しています。 

 

【金融庁】 

 金融庁は、金融制度に関する企画立案や、銀行、保険会社、証券会社等に対する検査・監督等を通じて、

わが国金融の機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者等の保護を図るとともに金融の

円滑化を図っています。 
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宮内庁組織図（平成20年度末）

年度末定員　　1,048人

 皇居東御苑管理事務所

 陵墓監区事務所（５箇所）

 御用邸管理事務所（３箇所）

宮　内　庁

 工 務 課
 庭 園 課

 調査企画室

内 部 部 局

施設等機関  正倉院事務所

書 陵 部

管 理 部

式 部 職

 図 書 課
 編 修 課
 陵 墓 課

長官官房

侍 従 職

東 宮 職

 主 計 課
 用 度 課
 宮内庁病院

 報 道 室

 秘 書 課

 総 務 課

 宮 務 課

地方支分部局  京都事務所

 御料牧場

 管 理 課

 大 膳 課
 車 馬 課
 宮殿管理官
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公正取引委員会組織図（平成２０年度）

（77人）

（5人） （795人） （191人）

（119人）

（7人）

（355人）

（73人）

（164人）

地方事務所 ５

 （北海道・東北･中部・近畿

　 中国四国・九州）

支所 ２

  （中国・四国）

（定員は平成２０年度末現在）

犯則審査部

審判官

公正取引委員会 事務総局

官　　　　 房

経済取引局

取引部

審   査   局
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年度末定員　　8,234人

国家公安委員会組織図（平成２０年度）

組 織 犯 罪
対   策   部

外事情報部

国家公安委員会

警      察      庁

刑事局 交通局 警備局 情報通信局生活安全局長官官房

地方機関

警察大学校

科 学 警 察
研   究   所

皇 宮 警 察
本         部
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３．内閣府における会計・独立行政法人等の間の財政資金の流れ 

なし

連結対象なし

交付税及び
譲与税配付
金特別会計
交通安全対
策特別交付
金勘定

沖縄振興開発金融公庫補給金（75百万円）

独立行政法人北方領土問
題対策協会

預金保険機構

北方地域旧漁業権者等貸付事業費補助金
（187百万円）

独立行政法人北方領土問題対策協会一般
業務勘定運営費交付金（652百万円）

独立行政法人国立公文書
館

独立行政法人国立公文書館運営費交付金
（1,833百万円）

独立行政法人国民生活センター運営費交付
金(12,842百万円）

一般会計 沖縄振興開発金融公庫

独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備
機構運営費交付金(4,454百万円） 独立行政法人沖縄科学技

術研究基盤整備機構独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備
機構施設整備費補助金(6,888百万円）

独立行政法人国民生活センター施設整備費
補助金(702百万円）

独立行政法人国民生活セ
ンター
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４．平成 20 年度歳入歳出決算の概要 

 

（単位：百万円）

歳入予算額 10,438 歳出予算額 609,097
雑納付金 8,598 内閣本府 276,366
国有財産貸付収入 918 警察庁 279,988
国有財産売払収入 383 金融庁 19,642
弁償及返納金 214 宮内庁 10,985
その他 323 沖縄総合事務局 9,774

その他 12,341
前年度繰越額 39,163

内閣本府 28,716
警察庁 10,446

予備費使用額 -
徴収決定済額 10,821

雑納付金 8,354 歳出予算現額 648,261
国有財産貸付収入 937 内閣本府 305,082
弁償及返納金 554 警察庁 290,434
国有財産売払収入 499 金融庁 19,642
その他 475 宮内庁 10,985

沖縄総合事務局 9,774
その他 12,341

収納済歳入額 10,673 支出済歳出額 571,121
雑納付金 8,320 内閣本府 243,910
国有財産貸付収入 918 警察庁 276,916
国有財産売払収入 497 金融庁 18,535
弁償及返納金 465 宮内庁 10,792
その他 473 沖縄総合事務局 9,370

公正取引委員会 8,405
日本学術会議 1,172

不納欠損額 41 北方対策本部 1,028
雑納付金 34 国際平和協力本部 639
弁償及返納金 5 官民人材交流センター 350
雑入 1

収納未済歳入額 105 翌年度繰越額 31,276
弁償及返納金 83 内閣本府 24,412
国有財産貸付収入 18 警察庁 6,863
国有財産売払収入 2
その他 0

不用額 45,863
235 内閣本府 36,759

雑納付金 △ 278 警察庁 6,654
弁償及返納金 251 金融庁 1,106
物品売払収入 117 沖縄総合事務局 403
国有財産売払収入 113 その他 939
その他 31

歳入予算額と収納済歳入額との差

歳　　　　　入 歳　　　　　出
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（単位：百万円）

歳入予算額 81,600 歳出予算額 75,497

交通反則者納金 77,007 交通安全対策特別交付金 74,768
前年度剰余金受入 4,508 諸支出金 629
雑収入 84 予備費 100

前年度繰越額 －

予備費使用額 －

徴収決定済額 80,265 歳出予算現額 75,497

交通反則者納金 74,532 交通安全対策特別交付金 74,768
前年度剰余金受入 5,654 諸支出金 629
雑収入 78 予備費 100

収納済歳入額 80,265 支出済歳出額 74,277

交通反則者納金 74,532 交通安全対策特別交付金 73,714
前年度剰余金受入 5,654 諸支出金 563
雑収入 78

不納欠損額 － 翌年度繰越額 －

収納未済歳入額 －

△ 1,334 不用額 1,219

交通反則者納金 △ 2,474 交通安全対策特別交付金 1,054
前年度剰余金受入 1,145 予備費 100
雑収入 △ 5 諸支出金 65

歳入予算額と収納済歳入額との
差

交通安全対策特別交付金勘定
平成20年度交付税及び譲与税配付金特別会計

歳入歳出決算の概要

歳　　　　　入 歳　　　　　出
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５ 公債関連情報 

一般会計の公債の発行・管理は財務省の所掌する業務であるため、公債及び利払費等については財務

省に計上されている。しかし、各省庁の業務実施の財源の一部は公債で調達されていることから、各省

庁の負担と考えられる公債関連の計数を複数の仮定計算に基づき算定し、公債関連情報として開示して

いる。仮定計算に基づく数字であるため、各省庁の省庁別財務書類に負債計上するものではない。 

 

① 財務省において計上されている会計年度末の公債残高、当該年度に発行した公債額（借換債を除く。）

及び当該年度の利払費は以下のとおりである。 

・会計年度末の公債残高               5,259,581 億円 

・当該年度に発行した公債額              331,679 億円 

・当該年度の利払費                   71,313 億円 

 

② 財務省において計上されている①の計数を各省庁の一般会計の資産額並びに公債発行対象経費及び

歳出決算額を基礎として各省庁に配分を行った場合、内閣府に配分される額は以下のとおりである。 

・会計年度末の公債残高のうち内閣府配分額        36,313 億円 

・当該年度に発行した公債額のうち内閣府配分額      3,024 億円 

・当該年度の利払費のうち内閣府配分額           485 億円 

 

③ 財務省において計上されている①の計数を各省庁の資産・負債差額並びに公債発行対象経費及び歳出

決算額を基礎として各省庁に配分を行った場合、内閣府に配分される額は以下のとおりである。 

・会計年度末の公債残高のうち内閣府配分額        36,824 億円 

・当該年度に発行した公債額のうち内閣府配分額      3,024 億円 

・当該年度の利払費のうち内閣府配分額           498 億円 
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